
相談Iき無料です。

相次ぐ増税・制度の変更で、

届ら1た書類を見ても、よくわからなら1?

む歴 も、_お気軽に相談してくださら1。

・保険料・住民税が高くて払えなら
‐
1。

・滞納がある。少しづつ、払ら1たら1。

・保険証がなら1・有効期限が短ら1。

・減免申請など、、、

時

所

日

場

後期高蛉者医療保険料

冒冒月29日 (土),3時 ～15時

須磨民主商工会  電話 078-733-4002

主催:須磨区社会保障推進協議会


